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療養病床の行方と 
老健施設

全老健副会長

折茂 賢一郎
　厚生労働省の療養病床の在り方等検討会のメン
バーとしてすべての会議に出席した。平成27年
7月に始まったのだが、今回のミッションの概略
は、平成29年度末で廃止が決まっている介護療
養病床並びに、25対1看護基準の医療療養病床
の転換先についての選択肢を示すことである。こ
れらの療養病床の廃止そのものを廃止する意見に
始まり、侃々諤々。結局は平成28年1月15日の
第7回の検討会をもって、最終案が示され閉会に
なり、次のステップへ答申されることになった。
詳細は厚生労働省のHPなどを参照されたい。
　新たな類型として大きく2つが提示された。
【案1】�医療内包型：長期療養に対応した医療提

供施設
【案2】�医療外付型：居住スペースに病院・診療

所が併設型で提供されるサービス
　ここで注目してほしいのが、「医療提供施設」
という単語である。
　現在、介護保険施設のなかで我々の老健施設の
みが、この「医療提供施設」に分類されている。
そこに新たな類型として老健施設に近い施設案が
提示されたことになる。大きく異なっている点は
「長期療養を目的」という点だけであり、外見上
は老健施設とどこが異なるのであろうか。我々老
健施設は、要介護者に対し、看護、医学的管理の
もとに介護及び機能訓練、その他必要な医療など
を提供し、在宅復帰をめざす…と定義されている。
この「在宅復帰」という単語が「長期療養」に置
き換わったようなものである。
　ご存じのように、老健施設で提供される医療は

本来日常的な医療であるはずなのに、難病のよう
な特殊な疾病群に対しても、包括医療に含まれて
しまっている。こういった欠点などを声高く指摘
しても、暖簾に腕押し状態の現状を、国はどのよ
うに考えているのか。検討会の場でも強くこの点
を主張したが、どのような結果になるのか…。ま
た、案2の「医療外付型」の医療は、診療報酬で
の対応なのか介護報酬なのかの議論は全くなされ
ていない。
　今後は制度や法改正なども視野に入れて、社会
保障審議会医療部会、介護保険部会等での議論が
なされることになっているようだが、課題が山積
であるのは明らかだ。付け加えれば、療養病床か
らすでに転換した介護療養型老人保健施設は、今
回提示された新たな類型に再転換できるのかどう
かの議論ができていない点も、認識しておかない
といけない。
　さて、今回の議論では、在宅復帰をめざし、地
域包括ケアシステムの拠点としての老健施設の立
ち位置が明確化してきたと感じている。全老健の
掲げる5つの理念の遂行はもちろんのこととして、
地域に根差し、家庭や地域支援をしっかりと行い、
家庭と老健施設とのリピート利用を促しつつ、地
域に開かれた施設としての活動を胸に刻みたいと
思っている。
　時代は平成30年度の医療介護同時改定を飛び
越して、その6年後の同時改定に向け、ケアやケ
アマネジメントの質をどのように担保するのかに
鍵があるものと思っている。介護の世界にエビデ
ンスを確立していきたいものである。
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